
解析シュミレーションネットＯＫＡＹＡＭＡ会則

（趣 旨）
第１条 製品の高性能化、短納期化、低コスト化を可能にする解析技術を普及し、地域企業のものづく

り技術の高度化に資するため、解析関連の企業ニーズに応える窓口および会員間の情報交換の場とし
て「解析シュミレーションネットＯＫＡＹＡＭＡ」(以下、「解析ネット」という。）を設置する。

（定 義）
第２条 本会則における解析とは、主に計算機を主体として行う理論・数値解析全般を指すものとする。

（機 能）
第３条 解析技術の専門家と地域企業との連携を促進する。
２ 解析技術の専門家同士の連携を促進する。
３ 技術情報を発信して解析技術の普及を図る。

（会 員）
第４条 第１条に定める趣旨に賛同して解析ネットに参加した解析技術の専門家および解析技術の利用
に関心のある個人を会員という。

２ 会員は、地域を問わず参加を希望する解析技術の専門家・利用者を広く受け入れる。
３ 会員は、解析ネットの退会を希望するときは、会長に退会届けを提出するものとする。

（コーディネータ）
第５条 解析ネットの会員と地域企業との連携を促進するため、産学官連携推進業務の専門家をコーデ
ィネータとして受け入れる。

２ コーディネータは、第６条に定める会長、副会長に意見を具申し、補佐するものとする。

（会長、副会長）
第６条 会長１名と副会長１名をおく。
２ 会長、副会長の任期は２年とする。ただし、再選は妨げない。
３ 会長が任務を遂行できないときは副会長が代行する。
４ 会長、副会長は会員の投票をもって決定する。

（グループ）
第７条 関連技術分野の会員の連携を促進するためグループを設置する。
２ グループの設置又は変更は総会で決定する。
３ 各グループにグループのとりまとめを行うリーダーをおく。
４ グループは、必要に応じてサブリーダーをおくことができる。
５ グループは、所属会員同士の研鑽や地域企業の普及啓蒙等を目的として、自主的な活動を独自に企

画・実施できる。

（幹事）
第８条 庶務・広報等の事務を行う幹事を若干名おく。
２ 幹事の任期は原則として２年とする。
３ 幹事は、会員・コーディネータ（以下、「会員等」という。）の中から会長が指名する。
４ 会長は、会計処理が必要となったときは、前項に関わらず会計担当の幹事を指名できる。

（総 会）
第９条 組織の運営等に係る重要事項を審議するため総会を設置する。
２ 総会は、会長が必要と認めたとき随時開催できる。
３ 総会は、会員等の１／２以上の出席により成立するものとする。

（運営委員会）
第１０条 解析ネットの活動計画等を審議する運営委員会を設置する。
２ 委員は、会長、副会長、リーダー、サブリーダー、コーディネータ、幹事が務める。
３ その他会長が必要と認めた者を委員に加えることができる。
４ 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、随時、開催できるものとする。



（会 費）
第１１条 会員等の会費は徴収しない。

（ホームページ）
第１２条 解析技術に関する情報を発信して地域企業のものづくり技術の向上に資するとともに、地域

企業と会員の連携構築を促進するためホームページを開設する。
２ ホームページは、営利を目的とする情報を除き、解析技術に関わる情報を幅広く掲載できる。

（掲示板）
第１３条 会員間の連携を促進するため、ホームページに会員等のみ閲覧可能な掲示板を設置する。
２ 掲示板の掲載情報の一部は会員限定とすることができる。
３ 会員等は、与えられたパスワードを厳正に管理しなければならない。
４ 会員等は、掲示板へ情報を書き込むとき、第１６条に規定する守秘義務に抵触しないよう配慮しな

ければならない。

（会員の責務）
第１４条 地域企業から要請があったとき、それに対応可能な会員は、地域企業が抱えている課題を解

決するため、地域企業に対して指導等の適切な処置を施すものとする。
２ 前項において、共同研究、研修受入等が必要なときは、会員が所属する機関の規定に従って処理す

る。

（報 告）
第１５条 会員は、解析ネットを経由して地域企業を支援したときは、様式１の企業支援結果報告書を
庶務担当幹事へ提出しなければならない。

２ 会員は、研究成果をはじめ、地域企業に有益な情報を取得したときは、ホームページ掲載原稿を作
成して広報担当幹事へ提出するものとする。

３ 会員は、地域企業と共同で行った成果をホームページに掲載するときは、事前に当該企業の了承を
得るものとする。

４ 企業に所属する会員は、自社が構築した解析システムや解析技術を適用した成果等をホームページ
に掲載できる。

５ 会員等は、ホームページ記載内容の変更があったときは、広報担当幹事へ連絡しなければならない。
６ 広報担当幹事は、会員等から報告のあった内容を、報告者の指示に従ってホームページに掲載し、
地域企業ならびに会員等に周知しなければならない。

（守秘義務）
第１６条 会員等は、地域企業から得た情報を当該企業の支援以外の目的に使用しないものとし、第三

者に開示・漏洩しないものとする。ただし、事前に当該企業の同意を得た事項、会員の行為によらず
公知となった事項、又は会員等が保有していたことを証明できる事項については、この限りではない。

２ 会員等は、掲示板の掲載情報など解析ネットの活動をとおして取得した情報について守秘
義務を負うものとする。

（実績の検証）
第１７条 会長は、地域企業に対する会員の支援状況を精査し、問題があると判断したときは改善方法
や組織存続の是非を総会で審議しなければならない。

２ 前項において、会員等の１／２以上が組織存続の必要性を認めなくなったとき、解析ネットは解散
するものとする。

（会則の変更）
第１８条 本会則は、会員等の１／２以上の同意をもって変更できるものとする。

本会則に定めのない事項については、会長が別に定めるものとする。
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